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【訂正対象項目名】全文
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【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　　体液サンプル中の所定の生物化合物を電気化学測定法により測定するシステムにお
いて、
　　　前記電気化学測定法は、前記生物化合物に特異的な酵素で他の生物化合物によって
干渉される所定の生物化合物に特異的な酵素を用いて行い、
　　　（Ａ）電気化学センサと、
　　　　　　ここで、前記電気化学センサは、測定装置を測定用電極と基準電極に接続す
る電流コレクタを搭載する基板を有し、前記測定用電極は、前記生物化合物に特異的な酵
素を有する反応物でコーティングされ、
　　　（Ｂ）前記測定用電極を複数の所定温度に設定する温度設定手段と、
　　　（Ｃ）前記電気化学センサを収納する測定装置と、
　　　　　　ここで、前記測定装置は、前記温度設定手段を制御する電子回路と、前記セ
ンサからの信号を処理する装置とを有し、可変あるいは不変の電流あるいは電圧を測定用
電極と基準電極との間にかけ、前記測定装置は、前記所定の生物化合物に属する信号と他
の生物化合物による干渉の結果発生した信号とを識別する
を有する
ことを特徴とする体液サンプル中の所定の生物化合物を電気化学法により測定するシステ
ム。
【請求項２】
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　　　前記温度設定手段は、加熱コイルにより形成され、
　　　前記加熱コイルは、前記センサ内に埋設され、前記測定用電極の下に伸びる
ことを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項３】
　　　前記温度設定手段は、加熱コイルにより形成され、
　　　前記加熱コイルは、前記測定装置と一体に形成され、前記センサが前記測定装置内
に挿入された時に、前記測定用電極の下に配置される
ことを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項４】
　　　前記加熱コイルには、パルス電流または非パルス電流の電力が加えられる
ことを特徴とする請求項２又は３記載のシステム。
【請求項５】
　　　前記基板は、セラミック製である
ことを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項６】
　　　前記基板は、５０℃迄耐えるプラスチック材料製である
ことを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項７】
　　　前記基板は、
　　　（Ｘ）加熱手段と測定装置への接続手段を搭載する絶縁性底部基板と、
　　　（Ｙ）表面に電極と測定装置への接続手段とを搭載する絶縁性中間基板と、
　　　（Ｚ）電極用と接続領域用の開口を有する絶縁性上部基板と
から形成される
ことを特徴とする請求項２記載のシステム。
【請求項８】
　　　前記反応物は、センサの測定用電極に陽極性電着により配置される
ことを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項９】
　　　前記生物化合物に特異的な酵素は、補因子でリンクされることで、反応物の組成内
に含有される
ことを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項１０】
　　　前記反応物は、前記生物化合物に特異的な酵素と測定用電極との間の電子の移動を
容易にする中間媒介物を含む
ことを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項１１】
　　　前記測定システムは、血液中のグルコースのレベルを測定するために用いられ、
　　　前記生物化合物に特異的な酵素は、グルコースデヒドロゲナーゼである
ことを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項１２】
　　　前記グルコースデヒドロゲナーゼは、補因子として、ピロロキノリンキノン（ＰＱ
Ｑ－ｓＧＤＨ）を有する反応物中に存在する
ことを特徴とする請求項１１記載のシステム。
【請求項１３】
　　　前記反応物の組成中に入る中間媒介物は、フェロセン派生物とオスミウム錯体から
選択される
ことを特徴とする請求項１０又は１１記載のシステム。
【請求項１４】
　　　前記グルコースに属する信号を、単糖類(サッカリド)、オリゴ糖あるいは オリゴ
多糖類、マルトースを有する干渉信号から、識別する
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ことを特徴とする請求項１１－１３のいずれかに記載のシステム。
【請求項１５】
　　　前記電気化学測定は、電極間に０～５００ｍＶの電圧をかけ、その電流量を測定す
ることにより、行われる
ことを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項１６】
　　　前記測定装置は、グルコースレベルを表示する表示スクリーンを有する
ことを特徴とする請求項１記載のシステム。
【請求項１７】
　　　前記測定装置は、実行された測定値の結果を従来の測定値と比較して表示するため
のメモリを有する
前記表示は、グラフの形態である
ことを特徴とする請求項１６記載のシステム。
【請求項１８】
　　　体液サンプル中の所定の生物化合物を電気化学測定法により測定する方法において
、
　　　前記電気化学測定法は、前記生物化合物に特異的な酵素で他の生物化合物によって
干渉される所定の生物化合物に特異的な酵素を用いて行い、
　　　（Ａ）　体液のサンプルを電気化学センサの測定領域上に配置するステップと、
　　　　　　　ここで、前記電気化学センサは、基準電極と測定用電極とを有し、前記測
定用電極は、前記生物化合物に特異的な酵素を有する反応物でコーティングされ、
　　　（Ｂ）　前記センサを測定装置内に導入するステップと、
　　　　　　　ここで、前記測定装置は、電源に接続され、電気回路を有し、前記測定装
置は、可変または不変の電流又は電圧を、前記基準電極と測定用電極間にかけ、前記測定
用電極を複数の温度に設定する温度設定手段を有し、
　　　（Ｃ）　複数の温度で得られた信号を解析装置に与えるステップと、
を有し
　　　これにより、前記所定の生物化合物に属する信号と他の生物化合物による干渉の結
果発生した信号とを識別する
ことを特徴とする体液中の所定の生物化合物を電気化学測定法により測定する方法。
【請求項１９】
　　　前記温度設定手段は、前記電気化学センサ内または測定装置に一体に形成された加
熱コイルである
ことを特徴とする請求項１８記載の方法。
【請求項２０】
　　　前記解析装置は、信号を複数の線形回帰を介して処理するプログラムを有する
ことを特徴とする請求項１８記載の方法。
【請求項２１】
　　　血液中の所定の生物化合物を前記生物化合物に特異な酵素を用いて測定する電気化
学センサにおいて、前記電気化学センサは、
　　　基準電極と測定用電極とを有し、
　　　前記測定用電極は、前記生物化合物に特異な酵素を有する反応物でコーティングさ
れ、
　　　前記電気化学センサは、前記測定用電極の下に絶縁状態で配置される加熱コイルを
有し、
　　　測定領域において、複数の温度により所定の生物化合物に属する信号を、他の生物
化合物による干渉の結果発生した信号から識別する
ことを特徴とする血液中の所定の生物化合物を測定する電気化学センサ。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
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【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】酵素を用いて生物化合物を測定する電気化学システム
【技術分野】
【０００１】
　　　本発明は、体液サンプル中の所定の生物化合物のレベルを、前記生物化合物に特異
的な酵素を用いて測定する電気化学のシステムに関する。前記酵素は、他の生物化合物と
干渉する。本発明は、グルコースデヒドロゲナーゼ（ＧＤＨ：glucose dehydrogenase）
の手段により、血液中のグルコースの電流測定法を例に説明する。
【背景技術】
【０００２】
　　　血液中のグルコース（ブドウ糖）のレベルを正確にモニタすることは、多数の糖尿
病患者にとって生死にかかる事項である。その理由は、糖尿病患者は、同時に他の病気の
治療を受けていることが多いからである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】米国特許第５３９３９０３号明細書
【０００４】
　　　グルコースのレベルを測定する多数の小型装置が従来から存在する。これらの装置
により、投与すべきインシュリンの量を決定し、糖尿病患者の日常生活を維持向上させて
いる。これらの装置は、血液サンプルが廃棄可能なセンサ上に置かれ、血液サンプル中の
グルコース内に生物化合物に特異的な酵素が存在する状態で電流測定による電気化学測定
を利用している。
【０００５】
　　　現在最も多く使用されている酵素は、グルコースオキシダーゼ(GOD:glucose oydas
e)である。その理由は、グルコースオキシダーゼ(ＧＯＤ)は、グルコースにとって非常に
特異であり、他のオリゴ糖（oligosaccharides）の排除にとっても特異であり、信号強度
の点では温度変動に影響されないからである。しかしグルコースオキシダーゼ(ＧＯＤ)は
、酸素の存在に非常に敏感である欠点がある。通常この酸素濃度は、変動し、正確なグル
コースレベルの測定に誤差を与える。このような欠点を回避するために、電子の移動を加
速させ酸素の影響を取り除くような中間媒介物の使用が提案されている。最も多く使用さ
れている中間媒介物は、特許文献１に開示されたフェロセンとその派生物（ferrocene an
d its derivatives）とオスミウム錯体（osmium complexes）を挙げることができる。
【０００６】
　　　中間媒介物として、グルコースデヒドロゲナーゼを使用することもあるが、これは
酸素の存在に影響されない利点がある。しかしグルコースデヒドロゲナーゼ（ＧＤＨ）は
、グルコース比が少ない欠点及び他の単糖類、オリゴ糖、オリゴ多糖類、例えば麦芽糖（
マルトース）と干渉する欠点がある。その結果、グルコースレベルは多めに測定され、そ
の結果インシュリンの投与が不適切となる。これは糖尿病患者にとって重大な欠点となる
。糖尿病患者は、例えば、連続して通院可能な腹膜透析（ＣＡＰＤ:continuous ambulato
ry peritoneal dilysis）を受けなければならない。これは、α‐アミラーゼ（α-amilas
e）によって酸化されたイコデキストリン（icodextrine）を、マルトース（maltose）や
マルトトリオース （maltotriose）、マルトテトロース（maltotetrose）のようなオリゴ
糖類で吸収することによって行う。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】



(5) JP 2009-544957 A5 2012.6.14

　　　本発明の目的は、体液中の所定の生物化合物を、前記生物化合物に特異的な酵素を
用いて測定する信頼できる電気化学システムを提供することである。これは、測定すべき
生物化合物の信号を他の生物化合物の信号から識別する処理基準に従って行われる。この
識別は、温度の関数として、測定すべき生物化合物と干渉する生物化合物の感受性に依存
して行われる。その結果、様々な反応速度性（kinetics）を生みだし、これにより、各生
物化合物の信号を分離できる。
【０００８】
　　　本発明は、グルコースデヒドロゲナーゼを用いて、電気化学測定により血液サンプ
ル中のグルコースレベルを測定するシステムを例に説明する。
【０００９】
　　　本発明のシステムは、電子測定装置を含む。この電子測定装置は、電気化学センサ
を収納し、複数の所定の温度を測定用電極にかける。その結果、測定すべき生物化合物に
属する信号を別の生物化合物からの信号と識別できる。このセンサは、基板の形態で形成
される。この基板は、測定装置をセンサの測定用電極と基準電極に接続する電流コレクタ
を搭載する。
【００１０】
　　　測定用電極上に落とされた反応物は、少なくとも酵素を有し、同時に、この酵素と
中間媒介物（例：フェロセン派生物とオスミウム錯体）の補因子を有し、酵素と測定用電
極との間の電子の移動を容易にする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　　　本発明の第１実施例によれば、測定用電極を複数の温度に設定する手段は、加熱コ
イルにより形成される。この加熱コイルは、センサ基板内に埋設され、測定用電極の下に
絶縁状態で配置される。この加熱コイルは、測定装置に接続される。この測定装置は、例
えばパルス電流を送信し、従来の校正基準に従って、複数の所定温度に設定する。これに
より測定中の生物化合物に属する信号を、所定温度で受信した別の生物化合物からの信号
から、数学的処理をすることにより、識別できる。
【００１２】
　　　本発明の第２実施例によれば、加熱コイルは測定装置と一体に形成され、その結果
センサが導入された時に測定ゾーンは、このコイルの上に形成される。
【００１３】
　　　測定用電極を複数の温度にするために、当業者は、前記測定用電極を２つの温度に
する他の装置、例えば前記電極のサーモスタットを容易に想到できる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の研究室レベルの装置のブロック図。
【図２】測定用電極上における反応を表す図。
【図３】センサの温度校正グラフ。
【図４】様々な温度のセンサのグルコースの濃度に対する応答を表す図。
【図５】様々な温度のセンサのマルトースの濃度に対する応答を表す図。
【図６】様々な温度のセンサのマルトースを含有しない様々な濃度のグルコースに対する
応答を表す図。
【図７】様々な温度のセンサの所定濃度（０．０４ｍＭ）のマルトースを含有する様々な
濃度のグルコースに対する応答を表す図。
【図８】グルコースとマルトースに対するセンサの応答の温度と最大電流強度の関係を表
すグラフ。
【図９】グルコースとマルトースに対するセンサの応答の温度とミカエリス定数（"Micha
elis constant"）の関係を表すグラフ。
【図１０】マルトースが有る場合（アスタリスク印）と無い場合（黒四角）において、グ
ルコースの測定を行う為、測定値と計算値との間の相関を表すグラフ。
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【図１１】グルコースレベルを測定する本発明の携帯用のグルコース・レベル測定装置。
【図１２】本発明の第１実施例のセンサの拡大図。
【図１３】本発明の第２実施例のセンサの拡大図。
【図１４】さらに別の実施例における測定装置の部分拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　　　図１は、以下に説明する実験装置を製造するために用いられた研究室レベルの構成
要素を示す。本発明のシステムは、電子制御ケース１を有する。この電子制御ケース１は
、第１の電位測定装置３と第２の電位測定装置１３を有する。電子制御ケース１は、基準
電極５、測定用電極７、対向電極９に、それぞれコネクタ５ａ、７ａ、９ａを介して、接
続される。基準電極５は、Ａｇ／ＡｇＣｌ／３Ｍ　ＫＣｌ製である。測定用電極７と対向
電極９はプラチナ製である。電子制御ケース１は、接続ケーブル１１ａ、１１ｂを介して
、セラミック製基板１７に搭載された加熱コイル１１に、パルス電流または非パルス電流
を流す。セラミック製基板１７は、プラチナ製ディスクで形成された測定用電極７を搭載
する。このプラチナ製のディスクは、２ｍｍの直径でセラミック製基板１７の表面にスク
リーン印刷で、形成される。
【００１６】
　　　加熱コイル１１により測定用電極７の表面温度を変える。ただしこれは、媒介物の
温度に顕著な影響を及ぼさずに、更に電極上に配置された検査すべきサンプル・ドロップ
の全体温度に影響を及ぼさずに、行うのが好ましい。これらの全体装置は周囲温度に維持
される。その結果、サンプルと電極との間の電気化学反応が起きる場所の加熱は、局部的
となり速くなる
【００１７】
　　　第２電位測定装置１３は、関連する制御部材と共に、複数（通常２－８種類）の温
度を、パルス電流の特徴に従って、かける。この装置１３は、さらに測定値を見る画像表
示装置１５と電極装置（図示せず）用の接続手段１９とを有する。この画像表示装置１５
が、測定結果を従来の測定結果と比較するグラフの形で表示する。
【００１８】
　　　本発明のシステムは、容器２１を有する。容器２１に電解液２３を入れ、測定サン
プルあるいはテストサンプルを収納する。この電解液２３は、全ての測定時に、２０ｍＭ
のＨＥＰＥＳと、２０ｍＭのＫＣｌと、１ｍＭのＣａＣｌ２を有する。
【００１９】
　　　本発明の一実施例によれば、容器２１を省くこともできる。この場合、サンプルは
測定用電極上に直接落とされた１個のドロップにより形成される。
【００２０】
　　　この実施例において、測定用電極７は、ＰＱＱ－ｓＧＤＨ(補因子としてピロロキ
ノリン（pyrroloquinoline）を触媒としたグルコースデヒドロゲナーゼ)と、中間媒介物
としてのオスミウム錯体を含む反応物でカバーされる。この中間媒介物が酵素と電極との
間の電子移動を容易にする。
【００２１】
　　　その反応物は、公知の技術により、陽極電化沈殿水素ゲル（ＥＤＰ：anodic elect
rodeposition hydrogel）の形態で堆積される。他の堆積方法、例えば、ピペッティング
によっても、達成できる。
【００２２】
　　　図２は、解析すべき媒介物がグルコース（glucose）とマルトース（maltose：グル
コース二量体）の両方を含む場合の測定用電極の表面での反応状態を表す。図２において
、ＤＭはグルコースの拡散係数を、ＤＤはマルトースの拡散係数を、ＤＭＬはグルコノラ
クトナーゼ（gluconolactone）の拡散係数を、ＤＤＬはマルトノラクトノラクトナーゼ（
maltonolacotone）の拡散係数を、ＫＥＴ１は酵素の活性部位（触媒作用が行われる特定
部位）のピロロキノリンキノン（ＰＱＱ:pyrroloquinoline quinone）とポリマ構造のオ
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スミウム錯体との間の電子移動係数を、ＫＥＴ　ｎはオスミウム・ポリマの電子飛躍係数
を、ＫＥＴ　ＥはＯｓ＋＋がＯｓ＋＋＋に変わる電気化学酸化係数を表す。これらは、測
定用電極７の表面上での反応である。
【００２３】
　　　当業者は、グルコースデヒドロゲナーゼとは別の酵素を、他の補因子あるいは他の
中間媒介物を用いて、所望の化学反応の電流値を得ることもできる。その一例を図２に示
す。通常、中間媒介物は、オスミウム化合物、ルテニウム化合物、フェロセン化合物から
選択される。
【００２４】
　　　図３は、温度校正グラフを示す。即ち、センサの測定用電極の表面上の温度を、既
知の期間加えられた電流の関数として示す。公知の電位校正方法は、ＤＣ／ＡＣコンバー
タ手段あるいは類似のコンバータ手段により、加熱コイルにパルスモードで所定電圧をか
けることにより、行われる。
【００２５】
　　　この電気化学測定は、０～７５０ｍＶ（好ましくは３００ｍＶ）の電圧を電極間に
かけることによる電流測定法で実行される。引加電圧は、センサの構造特徴によって変わ
る。
【００２６】
　　　図３の実験は、４０秒間持続する８個のパルスを測定用電極に加え、その表面温度
を測定し、０．１５ｍＭのグルコースを含むバッファ媒介物に浸したセンサの電流を連続
的に記録することにより行った。同図から判るように、この測定では、温度は２８℃と５
０．５℃の間で変化させた。左上に挿入したグラフに示すように、加えた電流強度と温度
とは相関関係を有する。以下の説明は、５０℃未満の温度に限定する。その理由は、５０
℃を超えると、ＰＱＱ補因子による活性化の急激な落ち込みが観測されるからである。実
際に以下の実験においては、３０秒持続する７個のパルス電流を用いて、７種類の温度に
した時を、図４－７のグラフに示す。図中の記号は、四角印は周囲温度が２３℃に、丸印
が２８℃に、三角印が３０℃に、プラス印が３４℃に、菱形印が３８℃に、星印が４３℃
に、アスタリスク印が４８℃に対応する。
【００２７】
　　　図４はグルコースに対するグラフを、図５はマルトースに対するグラフを示す。同
図に示したカーブは、前記の様々な温度における解析すべき化合物（グルコース、マルト
ース）の濃度を増加させた場合のセンサの応答（電流値）を示す。同図から判るように、
同一濃度では、センサの応答電流は、グルコース（図４）の方が、マルトース（図５）よ
りも遙かに高い。
【００２８】
　　　図６は、グルコースのみの濃度を変化させた場合の各種の周囲温度における実験結
果を示し、図７は、０．０４ｍＭのマルトースを含有した状態でグルコースの濃度を変化
させた場合の各種の周囲温度における実験結果を示す。同図から判るように、センサの応
答電流は、グルコースとマルトースが存在する場合（図７）は、グルコースのみの場合（
図６）よりも低い。この事実は、グルコースの酸化の拮抗的阻害（competitive inhibiti
on）により説明できる。この拮抗的阻害は、酵素の活性部位がマルトースによりブロック
されることが原因である。
【００２９】
　　　この自動的加熱措置により、センサの表面上の狭い領域のみの局部的な温度変動を
引き起こし（しかし電解質の温度をほとんど変化させない）、大量の測定値が、様々な温
度における解析すべき化合物の様々な濃度に対し得られた。
【００３０】
　　　図８に示すように、センサの性能は、最大値電流ＩMax

 appでも、図９に示すよう
に、ミカエリス定数（Michaelis constant）ＫM 

appでも評価できる。図８，９のグラフ
とも、黒丸印はグルコースを、黒三角印はマルトースを示す。図８に示すように、温度上
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昇に対し、両方の化合物（グルコース、マルトース）に対し、最大値電流ＩMax
 appの線

形増加が観測される。ただし、グルコースの信号（黒丸印）は、マルトースの信号（黒三
角印）よりも若干高い。
【００３１】
　　　図９に示すように、ミカエリス定数（Michaelis）ＫM 

appに関しては、グルコース
（黒丸印）とマルトース（黒三角印）は、温度上昇に対し、全く別の挙動を示す。同図か
ら判るように、グルコースの値（黒丸印）は、温度の上昇からほとんど影響を受けないが
、マルトースの値（黒三角印）は、温度上昇と共に線形に上昇している。これにより、グ
ルコースの信号とマルトースの信号とを識別できる。
【００３２】
　　　温度変化に対し、グルコースとマルトースに対するミカエリス定数（Michaelis）
ＫM 

appの差、即ち反応速度に差があるために、数学的なプロセスで、信号を識別しそれ
らを区別することができる。これは、複数の線形回帰（入力値としての様々な温度に電流
強度と出力値としてのグルコースの濃度を用いて）を用いて行われる。
【００３３】
　　　図１０のグラフは、グルコース／マルトースの混合物で、グルコースの濃度が０ｍ
Ｍ、０．０２ｍＭ、０．０４ｍＭ、０．０６ｍＭ、０．０８ｍＭ、０．１ｍＭで、マルト
ースの濃度が０ｍＭ（即ち、マルトースを含有しない：黒四角）と、マルトースの濃度が
０．０４ｍＭ（アスタリスク印）の混合物で、実験を行った結果を示す。横軸に測定され
たグルコース濃度を、縦軸にmode/mMから計算されたグルコース濃度を示す。同図に示す
ように、マルトースが存在するか否かを問わず、グルコースのレベル（濃度）を決定する
の際し極めて高い精度が得られる。本発明のモデルの高い性能レベルは、決定係数Ｒ２＝
０．９６８の高い値と、平均二次誤差値ＲＭＳＥ＝０．００１８ｍＭと、平均相対誤差Ｍ
ＲＥ＝８．８％の低い値の両方で確認された。
【００３４】
　　　図１１－１４に、図１のシステムの全ての機能を有する様々な実施例による本発明
の携帯用の計測装置を示す。この計測装置が小型であるために、糖尿病患者が何処に行こ
うとも、この本発明の携帯計測装置を携帯できる。
【００３５】
　　　本発明の装置は、電気化学センサ１０を収納する測定装置２を有する。この電気化
学センサ１０をケース６に形成されたスロット４内に挿入する。このケース６は、シェル
６ａ、６ｂから形成される。ケース６は、測定結果を表示する表示スクリーン８を有する
。このケース６は、電源を有するかあるいは電源に接続される。そのケース６は、さらに
電気化学センサ１０の電極間に所定の電圧を加え、測定用電極の加熱回路に電力を加える
電子回路（図示せず）を有する。これに関しては、図１２に示す。図１２は、本発明の第
１実施例のセンサ１２を示す。
【実施例１】
【００３６】
　　　この第１実施例において、センサ１２は基板１４から形成される。この基板１４は
、多層の焼結セラミック製あるいは類似の材料製で、測定開口１６と接続開口１８とを有
する。測定開口１６から測定用電極１６ａと基準電極１６ｂが見える。接続開口１８から
接続領域１８ａ、１８ｂが見える。電極１６ａ、１６ｂと接続領域１８ａ、１８ｂは、導
電性パス２０ａ、２０ｂで接続される。導電性パス２０ａ、２０ｂは、セラミック材料（
基板１４）中に埋設される。測定用電極１６ａは、前記組成物、即ち、少なくともＰＱＱ
－ｓＧＤＨとオスミウム錯体を含む反応物でコーティングされる。この反応物は、ヒドロ
ゲル陽極性電着（ＥＤＰ：eletrodeposition of a hydorgel）等により電極１６ａ、１６
ｂ間に形成される。
【００３７】
　　　センサ１２は、さらにプラチナ製の加熱コイルを有する。この加熱コイルは、電極
１６ａの下に配置され、セラミック材料内に埋設される。加熱コイルは、導体２６ａ、２
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６ｂにより、接触領域２８ａ、２８ｂに接続される。これらの接触領域２８ａ、２８ｂは
、接続領域１８ａ、１８ｂの下に配置される。その加熱コイルは、電源に電力を加える回
路等から絶縁されている。センサ１２は、２つの電極を有するが、カウンター電極も有す
ることができる。
【実施例２】
【００３８】
　　　図１３は、本発明の第２実施例を示す。この第２実施例が第１実施例と異なる点は
、基板１４がプラスチック製である点である。ここに示した実施例において、基板１４は
、ＰＥＴ製の舌状の３枚の基板１４ａ、１４ｂ、１４ｃを積層して形成する。このＰＥＴ
材料は、５０℃以下の温度に耐えられる。底部基板１４ａは、加熱コイル２４と導体２６
ａ、２６ｂを有する。接触領域２８ａ、２８ｂがセンサのエッジ上に配置されている。中
間基板１４ｂの上部表面は、電極１６ａ、１６ｂと、導電性パス２０ａ、２０ｂと、接続
領域１８ａ、１８ｂとを搭載する。これらは加熱コイル２４から絶縁されている。上部基
板１４ｃは、測定開口１６と接続開口１８を有する。
【００３９】
　　　上記の２つの実施例において、加熱コイル２４はセンサ本体内に組み込まれる。図
１４に示す実施例において、加熱コイル２４は、加熱コイル２４をプレート４ａ内に配置
することにより、センサから分離される。言い換えると、センサ１０は、加熱コイルを具
備しない。このプレート４ａは、図１１の測定装置２のスロット４を延ばした部分に相当
する。その結果、測定用電極１６ａは、センサ１０がスロット４内に係合した時には、加
熱コイル２４上に配置される。この状態において、センサは、グルコースのレベルをグル
コースオキシダーゼを用いて測定する場合、全体的に従来の形状（図１１の電気化学セン
サ１０）をしている。
【００４０】
　　　本発明の変形例として、測定用電極と加熱コイルの間に配置された基板の絶縁部分
を薄くすること、あるいは複数の温度を測定用電極にかける別の装置を有することも可能
である。
【００４１】
　　　以上の説明は、本発明の一実施例に関するもので、この技術分野の当業者であれば
、本発明の種々の変形例を考え得るが、それらはいずれも本発明の技術的範囲に包含され
る。特許請求の範囲の構成要素の後に記載した括弧内の番号は、図面の部品番号に対応し
、発明の容易なる理解の為に付したものであり、発明を限定的に解釈するために用いては
ならない。また、同一番号でも明細書と特許請求の範囲の部品名は必ずしも同一ではない
。これは上記した理由による。
【符号の説明】
【００４２】
１　電子制御ケース
５　基準電極
７　測定用電極
９　対向電極
５ａ，７ａ，９ａ　コネクタ
１１　加熱コイル
１１ａ，１１ｂ　接続ケーブル
１７　セラミック製基板
１９　接続手段
２１　容器
２３　電解液
２　測定装置
４ａ　プレート
４　スロット
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６　ケース
６ａ，６ｂ　シェル
８　表示スクリーン
１０　電気化学センサ
１２　センサ
１４　基板
１６ａ　測定用電極
１６ｂ　基準電極
１６ａ、１６ｂ　電極
１８ａ，１８ｂ　接続領域
２４　加熱コイル
２０ａ，２０ｂ　導電性パス
２６ａ，２６ｂ　導体
２８ａ，２８ｂ　接触領域
図２
電極、グルコース、マルトース、グルコノラクトン、マルトノラクトン
図６
縦軸；モード／ｍＭから計算されたグルコース
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